
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体 タイトル を表示装置に 表示 記録媒体
再生装置において、
　使用者が 指示入力するための 指示手段からの指示に基
づいて、 表示再生 させるように制御
する 制御手段を備えていることを特徴とする記録媒体再生装置。
【請求項２】
　記録媒体 タイトル を表示装置に 表示 記録媒体
再生装置において、
　 使用者が選択指示入力するための表示タイトル選択手段からの選択
指示に基づいて、前記使用者により選択された

タイトル を 前記表示
装置に 表示 ることを特徴とする
記録媒体再生装置。
【請求項３】
　

【請求項４】
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に記憶された 情報 スクロールさせて 可能な

スクロール表示の逆戻しを 逆戻し
逆戻しが指示されている間、タイトル情報の を逆戻し

表示

に記憶された 情報 スクロールさせて 可能な

トラックの再生中に
、再生されているトラックではない別のト

ラックに対応する 情報 、再生中のトラックの再生を継続させたまま、
スクロール させるように制御する表示制御手段を備えてい

前記トラックに対応するタイトル情報は、ディスクタイトル、トラックタイトル、及び
アーティスト名のうちの少なくとも１つから成ることを特徴とする請求項２記載の記録媒
体再生装置。



　前記表示 手段が、 指示入力するための表示 手段からの指示に基づ
いて、 るものであることを特徴とする請求項

記載の記録媒体再生装置。
【請求項５】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は に関し、より詳細には、ＭＤ

に記録されたディスクタイトル、及びトラックタイトルの表示機能を任意に制御するこ
とができるＭＤプレーヤ に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　図５は、従来のＭＤプレーヤの要部を概略的に示したブロック図である。ディスプレイ
１、表示処理手段２、第１の記憶手段３、ＣＰＵ４、入力手段５、光ピックアップ部６、
音声用記憶手段７、デコーダ８、及びＤ／Ａコンバータ９は、バス線１０に接続されてお
り、Ｄ／Ａコンバータ９は、スピーカ１１に接続されている。また、光ピックアップ部６
はＣＰＵ４からの指示に従って、必要なデータをＭＤ１２より読み出す。
【０００３】
　次に、前記ＭＤプレーヤの動作を簡単に説明する。
　ＭＤ１２が前記ＭＤプレーヤにセットされると、第１の記憶手段３はＣＰＵ４からの指
示に従って、ＭＤ１２に記録されているディスクタイトルのデータを記憶し、表示処理手
段２はＣＰＵ４からの指示に従って、第１の記憶手段３よりデータを取得して表示用デー
タを生成し、ディスプレイ１にディスクタイトルを表示再生する。
【０００４】
　また、音声再生キーや、トラック選択キー（選曲キー）等を装備した入力手段５から、
ＭＤ１２に記録されている第ｋ番目のトラックが選択、及び再生入力されると、第１の記
憶手段３はＣＰＵ４からの指示に従って、ＭＤ１２に記録されている第ｋ番目のトラック
タイトルのデータを記憶する。そして、表示処理手段２はＣＰＵ４からの指示に従って、
第１の記憶手段３よりデータを取得して表示用データを生成し、ディスプレイ１に第ｋ番
目のトラックタイトルを表示再生する。
【０００５】
　さらに、音声用記憶手段７ではＣＰＵ４からの指示に従って、ＭＤ１２に記憶されてい
る第ｋ番目のトラックの本文（曲のデータ）を記憶し、記憶されたデータは、デコーダ８
、及びＤ／Ａコンバータ９を介して信号処理され、スピーカ１１より音声として出力され
る。
【０００６】
　ＭＤに記録されているディスクタイトルや、各トラックタイトルには、それぞれ、ディ
スク全体に関わるタイトルや、各トラックに収められた内容に関わるタイトルが記録され
ている。例えば、「Ａ」という歌手の曲が収録されたアルバム名「ａｂｃ」というＭＤで
あれば、ディスクタイトルには、歌手名「Ａ」やアルバム名「ａｂｃ」等の文字情報が記
録され、各トラックタイトルには、各トラックに収められた音楽の曲名、作詞者名、作曲
者名、編曲者名、解説等の文字情報が記録されている。
【０００７】
　また、ＭＤの開発コンセプトの一つとして、小型化という内容があり、ＭＤプレーヤに
装備されるディスプレイのほとんどは、１０文字１行程度のスクロール表示となっている
。従って、ＭＤのディスクタイトル、及びトラックタイトルはスクロール表示される。
【０００８】
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制御 使用者が 速度指示
スクロール表示の速度を変更させ ２又は請求

項３

前記表示速度指示手段が、スクロール表示の逆戻しを使用者が指示し得るものであり、
前記表示制御手段が、前記表示速度指示手段からの指示に基づいて、スクロール表示を

逆戻しさせるものであることを特徴とする請求項４記載の記録媒体再生装置。

記録媒体再生装置 （ミニディスク）などの記録媒
体

などの記録媒体再生装置



【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、スクロール表示であるので、その表示速度は普通に見て分かる程度にゆ
っくりであり、すぐに先の情報を見たいと使用者が望んだとしても、じっと待っていなけ
ればならないという課題や、所望の情報を見逃してしまった場合にも、はじめから再表示
させるか、あるいは次に表示されるまで、待たなければならないという課題がある。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みなされたものであって、ＭＤ に記録されたディ
スクタイトル、及びトラックタイトルがスクロール表示される場合であったとしても、ス
クロール表示を早送りさせることにより、先の情報をすぐに表示させることができ、かつ
スクロール表示を逆戻しさせることにより、見逃した情報や、もう一度見たい情報をすぐ
に見直すことができる を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段及びその効果】
　上記目的を達成するために本発明に係る記録媒体再生装置（１）は、記録媒体

タイトル を表示装置に 表示 記録媒体再生装置において、
使用者が 指示入力するための 指示手段からの指示に基づ
いて、 表示再生 させるように制御す
る 制御手段を備えていることを特徴としている。
【００１４】
　上記記録媒体再生装置（ ）によれば、使用者からの指示入力によって、前記表示再生
を逆戻しさせる（すなわち、表示速度を負にする）ことが可能であり、ディスク

タイトル それぞれのはじめのところから再表示させなくても、既に表示され
てしまった情報をすぐに表示させ直すことができる。従って、記録媒体再生装置（例えば
、ＭＤプレーヤ）に装備されている前記表示装置がスクロール表示になっていたとしても
、見逃してしまった情報や、もう一度見たい情報をすぐに見直すことができる。
【００１５】
　また、本発明に係る記録媒体再生装置（ ）は、記録媒体 タイトル を
表示装置に 表示 記録媒体再生装置において、
使用者が選択指示入力するための表示タイトル選択手段からの選択指示に基づいて、前記
使用者により選択された タイ
トル を 前記表示装置に 表示

ることを特徴としている。
　

【００１６】
　上記記録媒体再生装置（ ）によれば、再生されているトラックではない、
別のトラック タイトル

前
記表示装置に表示させることができる。
【００１７】
　例えば、「 SONG１」、「 SONG２」、「 SONG３」という３曲が収録されたＭＤにおいて、
従来は、「 SONG２」が音声再生されている時には、「 SONG２」の曲名、作詞者名、作曲者
名等しか表示させることができなかったが、上記記録媒体再生装置（ ）では、「 SONG２
」が音声再生されている時であったとしても、「 SONG２」の曲名、作詞者名、作曲者名等
はもちろんのこと、「 SONG１」、「 SONG３」についての曲名、作詞者名、作曲者名等を表
示させることができる。
【００１８】
　また、本発明に係る記録媒体再生装置（ ）は、上記記録媒体再生装置

において、前記表示 手段が、 指示入力するための表示 手段からの
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などの記録媒体

記録媒体再生装置

に記憶さ
れた 情報 スクロールさせて 可能な

スクロール表示の逆戻しを 逆戻し
逆戻しが指示されている間、タイトル情報の を逆戻し

表示

１
やトラッ

クなどの 情報

２ に記憶された 情報
スクロールさせて 可能な トラックの再生中に

、再生されているトラックではない別のトラックに対応する
情報 、再生中のトラックの再生を継続させたまま、 スクロール

させるように制御する表示制御手段を備えてい
また、本発明に係る記録媒体再生装置（３）は、上記記録媒体再生装置（２）において

、前記トラックに対応するタイトル情報は、ディスクタイトル、トラックタイトル、及び
アーティスト名のうちの少なくとも１つから成ることを特徴としている。

２）又は（３
に対応する 情報（例えば、ディスクタイトル、トラックタイトル、

及びアーティスト名のうちの少なくとも１つから成る）の全部をスクロールによって、

２

４ （２）又は（３
） 制御 使用者が 速度指示



指示に基づいて、 るものであることを特徴としている。
　

【００２０】
　 、使用者からの指示入力によって、

速度をアップさせたり、 を逆戻しさせることが可能であり
、先の情報をすぐに表示させることや、既に表示されてしまった情報をすぐに表示させ直
すことができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る の実施の形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、実施の形態（１）に係る ＭＤプレーヤの要部を
概略的に示したブロック図である。ここでは、図５で示した従来のＭＤプレーヤと同様の
構成については、その説明を省略する。
【００２２】
　表示の早送りを指示入力するための早送り指示キー１４ａ、及び表示の逆戻しを指示入
力するための逆戻し指示キー１４ｂを装備した入力手段１４と、ＣＰＵ１３とがバス線１
０に接続されている。
【００２３】
　またＣＰＵ１３は、早送り指示キー１４ａからの信号を受信し、該信号に応じて表示処
理手段２の表示再生速度をアップさせるように制御する表示早送り制御手段１３ａと、逆
戻し指示キー１４ｂからの信号を受信し、該信号に応じて表示処理手段２の表示再生を逆
戻しさせるように制御する表示逆戻し制御手段１３ｂとを含んで構成されている。
【００２４】
　実施の形態（１）に係る ＭＤプレーヤ におけるＣＰＵ１３の動作
を図２に示したフローチャートに基づいて説明する。
　まずステップ１において、ディスプレイ１にＭＤ１２のディスクタイトル、あるいはト
ラックタイトルが表示されているか否かを判断する。表示されていれば、ステップ２に移
り、表示されていなければ、ステップ１に戻る。
【００２５】
　ステップ２では、早送り指示キー１４ａ又は逆戻し指示キー１４ｂの操作が行なわれた
か否かを判断する。操作が行なわれていれば、ステップ３に移り、操作が行なわれていな
ければ、ステップ２に戻る。
【００２６】
　ステップ３では、早送り指示キー１４ａ、逆戻し指示キー１４ｂのうちのいずれが操作
されたかを判断する。早送り指示キー１４ａが操作されていれば、ステップ４に移り、表
示処理手段２の表示再生速度をアップさせるように制御する。一方、逆戻し指示キー１４
ｂが操作されていれば、ステップ５に移り、表示処理手段２の表示再生を逆戻しさせるよ
うに制御する。
【００２７】
　上記実施の形態（１）に係る ＭＤプレーヤ によれば、使用者から
の指示入力によって、表示再生速度をアップさせたり、表示再生を逆戻しさせることが可
能となり、先の情報をすぐに表示させることや、既に表示されてしまった情報をすぐに表
示させ直すことができる。
【００２８】
　従って、前記ＭＤプレーヤに装備されているディスプレイ１がスクロール表示になって
いたとしても、すぐに先の情報を見ることや、見逃してしまった情報、及びもう一度見た
い情報をすぐに見直すことができる。
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スクロール表示の速度を変更させ
また、本発明に係る記録媒体再生装置（５）は、上記記録媒体再生装置（４）において

、前記表示速度指示手段が、スクロール表示の逆戻しを使用者が指示し得るものであり、
前記表示制御手段が、前記表示速度指示手段からの指示に基づいて、スクロール表示を逆
戻しさせるものであることを特徴としている。

上記記録媒体再生装置（４）又は（５）によれば ス
クロール表示の スクロール表示

記録媒体再生装置
記録媒体再生装置が採用された

記録媒体再生装置（ ）

記録媒体再生装置（ ）



【００２９】
　図３は、実施の形態（２）に係る ＭＤプレーヤの要部を
概略的に示したブロック図である。ここでは、図５で示した従来のＭＤプレーヤと同様の
構成については、その説明を省略する。
　第２の記憶手段１５、ＣＰＵ１６、及び表示処理手段２に取得させるデータを選択入力
するための表示タイトル選択キー１７ａ等を装備した入力手段１７がバス線１０に接続さ
れている。
【００３０】
　また、第２の記憶手段１５は、ＭＤ１２が前記ＭＤプレーヤにセットされると、ＣＰＵ
１６からの指示に従って、ＭＤ１２に記録されているディスクタイトル、及び各トラック
タイトルのデータを全て記憶するものであり、ＣＰＵ１６は、表示タイトル選択キー１７
ａからの信号を受信し、該信号に基づいたデータを第２の記憶手段１５から表示処理手段
２に送信させるように制御する送信制御手段１６ａを含んで構成されている。
【００３１】
　実施の形態（２）に係る ＭＤプレーヤ におけるＣＰＵ１６の動作
を図４に示したフローチャートに基づいて説明する。
　まずステップ１１において、ＭＤ１２が前記ＭＤプレーヤにセットされたか否かを判断
する。セットされていれば、ステップ１２に移り、セットされていなければ、ステップ１
１に戻る。
【００３２】
　ステップ１２では、第２の記憶手段１５に、ＭＤ１２に記録されているディスクタイト
ル、及び各トラックタイトルのデータを全て記憶させ、次にステップ１３において、音声
用記憶手段７に記憶されるトラックの本文に対応するトラックタイトルのデータを表示処
理手段２に取得させ、そして表示用データを生成し、ディスプレイ１に表示再生するよう
に制御する。
【００３３】
　次にステップ１４では、表示タイトル選択キー１７ａの操作が行なわれたか否かを判断
する。操作が行なわれていれば、ステップ１５に移り、操作が行なわれていなければ、ス
テップ１６に移る。
【００３４】
　ステップ１５では、表示タイトル選択キー１７ａからの信号を受信し、該信号に基づい
たデータを第２の記憶手段１５から表示処理手段２に送信させ、そして表示用データを生
成し、ディスプレイ１に表示するように制御する。
【００３５】
　次にステップ１６において、表示されているディスクタイトル、あるいは各トラックタ
イトルの表示が終了したか否かを判断する。終了していれば、ステップ１３に戻り、終了
していなければ、ステップ１４に戻る。
【００３６】
　上記実施の形態（２）に係る ＭＤプレーヤ によれば、表示処理手
段２が取得するデータを使用者が選択可能であるので、ディスプレイ１に表示再生される
データを選択することができる。従って、スピーカ１１から音声が再生されているトラッ
クではない、別のトラックタイトルをディスプレイ１に表示させることができる。
【００３７】
　例えば、「 SONG１」、「 SONG２」、「 SONG３」という３曲が収録されたＭＤにおいて、
従来は、「 SONG２」がスピーカ１１より音声再生されている時には、「 SONG２」の曲名、
作詞者名、作曲者名等しかディスプレイ１に表示させることができなかったが、前記ＭＤ
プレーヤにより、「 SONG２」が音声再生されている時であったとしても、「 SONG２」の曲
名、作詞者名、作曲者名等はもちろんのこと、「 SONG１」、「 SONG３」についての曲名、
作詞者名、作曲者名等をディスプレイ１に表示させることができる。
【図面の簡単な説明】

10

20

30

40

50

(5) JP 3723859 B2 2005.12.7

記録媒体再生装置が採用された

記録媒体再生装置（ ）

記録媒体再生装置（ ）



【図１】　本発明の実施の形態（１）に係る ＭＤプレーヤ の要部を
概略的に示したブロック図である。
【図２】　実施の形態（１）に係る ＭＤプレーヤ におけるＣＰＵの
動作を示したフローチャートである。
【図３】　実施の形態（２）に係る ＭＤプレーヤ の要部を概略的に
示したブロック図である。
【図４】　実施の形態（２）に係る ＭＤプレーヤ におけるＣＰＵの
動作を示したフローチャートである。
【図５】　従来のＭＤプレーヤの要部を概略的に示したブロック図である。
【符号の説明】
１　ディスプレイ
２　表示処理手段
３　第１の記憶手段
４、１３、１６　ＣＰＵ
５、１４、１７　入力手段
６　光ピックアップ部
７　音声用記憶手段
８　デコーダ
９　Ｄ／Ａコンバータ
１０　バス線
１１　スピーカ
１２　ＭＤ
１３ａ　表示早送り制御手段
１３ｂ　表示逆戻し制御手段
１４ａ　早送り指示キー
１４ｂ　逆戻し指示キー
１５　第２の記憶手段
１６ａ　送信制御手段
１７ａ　表示タイトル選択キー
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